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平成24年度 第1回理事会の議事概要

蠢 日　時：平成24年4月17日（火） 14：00～18：10

蠡 場　所：日本獣医師会・会議室

蠱 出席者：

【会　　長】山根義久

【副 会 長】藏内勇夫，近藤信雄

【専務理事】矢ケ崎忠夫

【地区理事】波岸裕光（北海道地区）

砂原和文（東 北 地 区）

闍橋三男（関 東 地 区）

村中志朗（東 京 地 区）

大野芳昭（中 部 地 区）

中島克元（近 畿 地 区）

柴田　浩（中 国 地 区）

塩本泰久（四 国 地 区）

坂本　紘（九 州 地 区）

【職域理事】酒井健夫（学術・教育・研究）

麻生　哲（開業・産業動物）

細井戸大成（開業・小動物）

横尾　彰（家畜共済）

森田邦雄（公衆衛生）

木村芳之（動物福祉・愛護）

【監　　事】岩上一紘，佐藤ひさし，玉井公宏

（欠　　席）職域理事　梅澤正親（家畜・家畜衛生）

蠶 議　　事：

【議決事項】

第1号議案　平成24年度 事業計画及び収支予算に関

する件

第2号議案　理事の報酬等の額の決定に関する件

第3号議案　移行登記に伴う諸規程の改正に関する件

第4号議案　学会活動参加費等の取り扱いに関する事

項に関する件

第5号議案　賛助会員入会の件

【協議事項】

1 役員選任規程に関する件

2 会員の入会審査基準に関する件

【説明・報告事項】

1 公益社団法人移行に関する件

2 役員賠償責任保険に関する件

3 平成23年度地区獣医師会連合会会長会議の開催に

関する件

（平成23年度地区獣医師大会決議要望事項に対す

る対応等）

4 アジア獣医師会連合代表者会議の開催に関する件

5 部会委員会の開催に関する件

6 2012動物感謝デー in JAPAN開催計画に関する件

7 獣医学術学会年次大会開催計画に関する件

8 業務運営概況等に関する件

9 その他

【連絡事項】

1 当面の主要会議等の開催計画の件

2 その他

蠹 会議概要

1 山根会長から，開会に当たり大要次の挨拶があっ

た．

（1）2月に開催した獣医学術学会年次大会（北海道）

が盛況に終了した．北海道獣医師会の波岸会長を始め，

関係各位に対する御礼を申し上げる．

（2）4月1日に日本獣医師会（以下「日獣」という．）

平 成 24 年 度 第 1 回 理 事 会 の 開 催

会議報告

平成24年度第1回理事会が，平成24年4月17日，本会会議室において開催された．

本会議では，議決事項として，①「第1号議案　平成24年度事業計画及び収支予算に関する件」，②「第2号

議案　理事の報酬等の額の決定に関する件」，③「第3号議案　移行登記に伴う諸規程の改正に関する件」，④

「第4号議案　学会活動参加費等の取り扱いに関する事項に関する件」，⑤「第5号議案　賛助会員入会の件」に

ついて審議し，異議なく可決承認され，次に協議事項として，①「1 役員選任規程に関する件」，②「2 会員

の入会審査基準に関する件」について協議され，継続して協議することとされた．続いて説明・報告事項とし

て，①「1 公益社団法人移行に関する件」，②「2 役員賠償責任保険に関する件」，③「3 平成23年度地区獣

医師会連合会会長会議の開催に関する件（平成23年度地区獣医師大会決議要望事項に対する対応等）」，④「4

アジア獣医師会連合代表者会議の開催に関する件」，⑤「5 部会委員会の開催に関する件」，⑥「6 2012動物

感謝デー in JAPAN開催計画に関する件」，⑦「7 獣医学術学会年次大会開催計画に関する件」，⑧「8 業務運

営概況等に関する件」について説明，報告が行われ，さらに連絡事項として，「当面の主要会議等の開催計画の

件」が説明された（第1回理事会の議事概要は下記のとおり）．
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が公益社団法人に移行した．また，既に移行している地

方獣医師会（以下「地方会」という．）も含め，21の地

方会が同日をもって公益社団法人に移行したことを報告

する．

（3）獣医療を提供する体制の整備に関する基本方針を

3年近くかけてまとめ，これを地方に下ろし都道府県計

画を立てていただいている．1次，2次の基本方針策定

の際にはほとんど都道府県計画が策定されなかった．し

かし，農林水産省の後押しと地方会の支援もあり，今回

の第3次方針においては35の自治体から都道府県計画

が報告されている状況から，近々に47都道府県すべて

報告されるのではないかと思っている．ただし，計画が

実行に移されなければ意味がないので，農林水産省にも

定期的に検証するよう強く求めている．

（4）同じく3年前に立ち上がった獣医学教育の改善・

充実に関する調査研究協力者会議も終了し，中央教育審

議会に上申した．その成果かどうかは不明だが，国立大

学では様々な動きが出てきた．例えば，北海道大学と帯

広畜産大学が共同獣医学課程，岩手大学と農工大学では

共同獣医学科，山口大学と鹿児島大学では共同獣医学部

を設置し，共通教育がスタートしている．ただし，急ご

しらえの感がいなめず，文部科学省には次をどうするか

について検討する機関を立ち上げていただいた．将来の

大学の再編を見越して立派な獣医学教育が行われるよう

な体制作りのために努力していく所存である．

（5）本日の理事会の内容は，地方に帰られたなら必

ず，各県の獣医師会に情報伝達をよろしくお願いした

い．

2 定款第40条の規定に基づき，山根会長が議長に

就任し，以下の議事が進められた．

【議決事項】

第1号議案　平成24年度事業計画及び収支予算に関す

る件

（1）矢ケ崎専務理事から，平成24年度事業計画書（案）

の実施方針について説明がなされ，特に，①東日本大震

災被災対策及び今後の災害対策，②獣医師道の高揚及び

獣医事の向上並びに動物の福祉・適正管理対策，③獣医

学術の振興・普及及び獣医師人材の育成対策，④組織基

盤の強化等対策，⑤新公益法人制度移行後における対応

の事項に配慮して事業展開に努める．また，事業別の対

応として，①公益目的事業，②収益事業，③その他事業

（相互扶助等の共益目的事業）について，各事業の詳細

な内容について説明がなされた後，平成24年度収支予

算書（正味財産増減方式）（案）及び収支予算内訳表（正

味財産増減方式）（案）並びに資金調達及び設備投資の見

込みについて（案）説明がなされた．

（2）上記の説明に対する主な質疑応答等として，①獣

医学術学会年次大会を共催する地方獣医師会に対する本

会からの委託費を現在の700万円から段階的に増額し，

1,000万円程度としてほしい，②地区学会の開催が地方

会の公益事業と認められないため，係る経費を地区から

本会に特別会費等の名目で納入し，本会の事業として経

費を地区に配分することは可能か，③予算の支払報酬の

内訳を伺いたい，④本会に顧問弁護士を置いてはいかが

か等の質疑，要望があり，①については山根会長から，

今後，慎重に議論したい，②については事務局から，今

回の公益法人改革にあわせ，地区学会が地方会の公益事

業となるよう学会組織を変更したところであり，また，

それぞれの地区によって事情も異なることから難しいと

思われる，山根会長から詳細な状況を聞きながら，事務

局と今後の対応について詰めていきたい，③については

事務局から，公益認定法人移行に係るコンサルタント報

酬が300万円，通常業務の税理士への報酬が年間120万

円，その他，司法書士への報酬，弁護士に対する相談料

である，④については山根会長から，検討したい旨がそ

れぞれ回答された後，本議案は原案どおり異議なく承認

された．

第2号議案　理事の報酬等の額の決定に関する件

（1）矢ケ崎専務理事から，本会役員の報酬等について

は，理事の執務の実情に応じて理事会の決議を得て決定

することとされており，理事の報酬の額，理事の退職慰

労金の額について決定したく，本件は4月1日に遡り適

用したい旨説明がなされた．

（2）上記の説明に対する質疑応答等として，①職域担

当理事の職務内容を伺いたい，②理事会終了後，議事概

要を理事に送付してはいかがかとの質疑要望があり，①

については細井戸理事から，部会委員会をまとめ，各職

域の分野に関わる問題があれば，三役の手を煩わせるこ

となく，その場に出向いて説明等すること等と考える，

山根会長から地区理事，職域理事の職務権限を明確にす

る必要があることから，その内容について検討中である，

②については山根会長から，事務局で簡単な概要を作成

し，役員及び地方会会長宛に送付する旨がそれぞれ回答

された後，本議案は原案どおり異議なく承認された．

第3号議案　移行登記に伴う諸規程の改正に関する件

矢ケ崎専務理事から，公益社団法人移行に伴い，新た

な定款，定款施行細則が施行されたことを受け，これら

の条文を引用している諸規程については，新定款等との

整合性を図るため一部改正等をすることとして，事務局

組織規程，公印管理規程，経理規程，獣医学術賞表彰等

規程，雑誌編集等規程，学会運営規程，獣医学術地区学

会運営規程，日本動物児童文学賞事業実施要領の一部改

正及び，監査規程の廃止について説明された．なお，この

改定については，4月1日に遡及して適用する旨の説明

がなされた後，本議案は原案どおり異議なく承認された．
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第4号議案　学会活動参加費等の取り扱いに関する事項

に関する件

矢ケ崎専務理事から，前回理事会，さらに地区連合獣

医師会会長学会長会議，学会関係会議で説明，了承いた

だいた基本方針を踏まえ，学会活動参加費等について

は，日本獣医師会学会運営規程第8条の規定に基づき，

①非会員の参加については，本会会員構成員とのバラン

スに考慮して差を設ける，また，②非会員である大学院

生及び学生については，参加費等の負担額を軽減する，

さらに③学生賛助会員として参加する大学院生について

は，年次大会参加登録料を無料とする等，参加費等の負

担を軽減する等配慮すべきとして，学会参加費等の取り

扱いに関する事項について定め，企画運営委員会へこの

旨を伝えたい旨が説明された後，本議案は原案どおり異

議なく承認された．

第5号議案　賛助会員入会の件

矢ケ崎専務理事から，個人賛助会員としての入会申し

込みのあったメットライフ・アリコ生命保険株式会社の

社員6名について入会の可否が諮られ，本議案は異議な

く承認された．

【協議事項】

1 役員選任規程の制定に関する件

（1）矢ケ崎専務理事から，新たな定款に基づき，会

長，副会長，専務理事，地区理事及び職域理事について

は，従来の総会における選任から，移行認定後は，総会

では理事及び監事を選任し，代表理事（会長），副会長，

専務理事，その他の執行理事は，理事会において選任す

ることとされ，役員の選任方法等の役員選任に関する細

部事項について，役員選任規程を新たに制定するとし

て，理事の選定等（選任定数，役員の選任方法），役員

候補者の選定等（役員候補者の選定方法，選出方法），

役員候補者の選出事務手続き等（役員候補者推薦管理委

員会の運営，役員候補者の選出に関する事務手続き）に

ついて説明がなされ，特に①理事会選定役員候補者以外

の者の立候補，推薦があった際は選挙とするが，混乱防

止のため，役員候補者選任委員会からの依頼により候補

者として推薦された者に限ること，②推薦区分ごとの選

定数と選定方法については，会長は選出数1人（推薦上

位1名），副会長は会員推薦が2人（推薦者数上位2名）

及び会長推薦1人の計3人以内，専務理事は会長推薦1

人の他，9地区理事各1人（地区が推薦した者）及び8

職域理事（職域が推薦した者若しくは推薦者数上位1

名），監事3人（推薦者数上位3名）としたい旨が解説さ

れた．

（2）上記の説明に対する主な質疑応答等として，①監

事候補者の選定について，理事会を監査する立場の監事

は理事会ではなく，総会で選定することが適当ではない

か，②副会長を会長候補者が指名する候補者1名を加え

た3名にすることについて，規程上『できる』としてお

り，社会情勢を考慮し，全国会員の理解が進むまでの

間，原則副会長2名体制としてはいかがか，③副会長の

選任手続きは会員に理解を得るため，会長等のスケジュ

ールを公開してはいかがか，④この規模の組織には副会

長3人体制は必要であり，責任の重さを考慮し，公益社

団法人移行を契機に収益事業での財源確保に努め，報酬

の増額も考慮してはいかがか，⑤専務理事の公募方法に

ついて，⑥理事全員が業務執行理事の職務権限について

伺いたい，⑦理事全員が執行役員になるのであれば，理

事の責任も重くなるため報酬の増額について考慮すべき

ではないか，⑧「学術・教育・研究」と「獣医学術学

会」の職域の名称について，「学術」という言葉がそれ

ぞれ含まれていることから，名称を整理する必要がある

旨質疑要望等があり，②～④については山根会長から，

役員改選で，会長，副会長と同じ職域となった場合，そ

の他の職域を担保できるような指名制が必要であるいう

考え方だが，現在の社会情勢等を考え，さらに論議を深

めたい，⑤については矢ケ崎専務理事から，ホームペー

ジ等で専務理事を公募し，応募があった場合には，別途会

長が設ける外部の方を委員とする委員会において書類審

査，面接審査を行い1人選任する，⑥についても矢ケ崎

専務理事から，新たに理事権限規程を設けることを検討

している，⑦については山根会長から，日本動物保護管

理協会を吸収合併したこと等の職務の分担を考慮に入

れ，この人数は妥当であるという認識のもと進めてき

た．また，地方からの本会会長を育成する必要性につい

て理解いただき，スケジュール的には時間があるので議

論を重ねて進めていきたい旨がそれぞれ回答された．

2 会員の入会審査基準に関する件

（1）矢ケ崎専務理事から，会員の入会については，新

たな定款及び定款施行細則において，入会希望者は，入

会申込書等を本会会長に申し込み，理事会が別に定める

ところにより，その可否を決定することとされ，その円

滑な実施のため，審査基準を新たに制定したい旨が説明

された．

（2）上記の説明に対し，主な質疑応答等として，①正

会員の構成が「広範囲な職域」とはどういう意味か，②

公益社団法人は，入会に関して，できる限り規制しない

という法の精神なので慎重に議論した方がよいとの質疑

要望があり，①については矢ケ崎専務理事から一つの特

化した職域だけでなく，公務員，開業，公衆衛生といっ

た全ての職域という意味である，②については今後も慎

重に議論を進めていきたい旨回答がなされた後，継続協

議とされた．
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【説明・報告事項】

1 公益社団法人移行に関する件

矢ケ崎専務理事から，本会においては，平成23年10

月25日に内閣府宛に公益認定の電子申請を実施，11月

25日加筆訂正及び補足説明の資料を提出，翌年3月9日

公益認定等委員会から認定基準適合の答申，平成24年4

月1日公益社団法人移行登記を行った．また，現在，21

の地方獣医師会においても移行登記が行われた旨報告さ

れた．

2 役員賠償責任保険に関する件

矢ケ崎専務理事から，社団法人の役員の責任について

は，従来から役員の債務不履行（役員等の社団法人に対

する責任を果たしていないこと），不法行為（役員等の

故意または過失等による損害）等に対する民法上の賠償

責任制度はあったが，一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律において，役員の責任が明文化されるととも

に，役員が行う社団法人における重要な決定に対して社

員代表訴訟ができる制度が新たに規定され，社団法人の

役員を取り巻く賠償リスクが一段と高まったことから，

これへの的確な対応に資するため，新たに役員賠償責任

保険に加入することとして，社団法人に対する責任追及

の流れ，役員賠償責任保険の概要，想定事例について説

明がなされた．

3 平成23年度地区獣医師会連合会会長会議の開催

に関する件（平成23年度地区獣医師大会決議要望

事項に対する対応等）

矢ケ崎専務理事から，平成23年度地区獣医師会会長

会議（平成24年3月2日開催）で協議された，各地区の

大会で決議・要望事項への対応について説明がなされた．

4 アジア獣医師会連合代表者会議の開催に関する件

矢ケ崎専務理事から，平成24年3月29日（木），東京

都港区の八芳園において，アジア7カ国から10名の海

外参加者を得て，アジア獣医師会連合代表者会議が開催

され，会議では各国の現状報告，活動指針の検討等が行

われた後，次回会議を平成25年1月に台湾で開催する

こととされた．参加者は，翌日の30日（金）は，東京

農工大学農学部附属動物医療センター等を，翌々日の

31日（土）は，福島県動物救護本部第1・第2シェルタ

ーを見学された旨報告された．

5 部会委員会の開催に関する件

（1）矢ケ崎専務理事から昨年8月より新たな任期によ

る各部会委員会が発足と，開催状況が説明された後，各

担当部会長である職域理事から次のとおり説明がなされ

た．

まず，酒井理事から，①学術部会の獣医師生涯研修事

業運営委員会については，前期から引き続き佐々木委員

長のもと，平成24年1月11日に第8回を開催し，事業

のあり方等について意見交換し，参加者の増員，特に産

業動物，公衆衛生部門の参加推進策として，研修プログ

ラム・研修カリキュラムの見直し，その他，研修システ

ムの構築としてシステム簡素化，教材の開発，研修成果

のあり方として認定獣医師制度等が課題として挙げら

れ，これらについてはワーキンググループで検討するこ

ととされた．

次に，細井戸理事から，②小動物臨床部会の小動物臨

床委員会については，平成23年11月14日に第12回委

員会を開催し，今期の検討テーマである「小動物獣医療

提供体制の整備に向けて ― 小動物臨床研修カリキュ

ラムの整備， 家庭動物に対する安楽死処置の在り方

（終末期獣医療の提供を含む）―」について，フリートー

キングにより意見交換がなされ，「安楽死」，「殺処分」，

「安楽殺処分」等，用語については今後検討すべきであ

るが，今期委員会の検討テーマの については，「家庭

動物に対する終末期獣医療の提供（安楽死処置の在り方

を含む）」とすることとし，今後は，項目と役割分担を

決め，年に1，2回程度の会議と，資料の交換をしなが

ら，任期中に現状の調査・把握を取りまとめたい．③動

物看護職制度在り方検討委員会については，第6回の委

員会を24年3月16日に開催し，動物看護職の就業環境

整備の方向について意見交換を行い，本年4月から動物

看護師認定機構に認定された動物看護師が新たな社会の

一員となることから，認定看護師の優先雇用や処遇改善

のための有意義な検討の推進と，委員会での決定事項は

各機関・団体に持ち帰り啓発する旨を依頼し，次回の委

員会では，認定動物看護師の職の待遇改善，職域の拡大

や優位性，優先雇用の促進などを論点を絞り検討する．

なお，雇用する獣医師の意識調査，認定動物看護師の付

加価値については，地方会を通じてアンケートを取り，

委員会に示し活用いただくことを検討する．続いて，

森田理事から，④畜産・家畜衛生部会の家畜衛生委員会

及び公衆衛生部会の公衆衛生委員会については，前期に

引き続き合同で開催することとし，第11回の合同委員

会を23年12月8日に開催し，今期テーマである「家畜

衛生と公衆衛生の協働に向けて ―家畜衛生から公衆衛

生への意見，公衆衛生から家畜衛生への意見―」につい

て協議した．まず，家畜衛生から公衆衛生への意見とし

て，北海道獣医師会からの「家畜伝染病予防法のヨーネ

病疑似患畜に係る運用の見直しに関する要望書」を取り

上げ，平成19年に神奈川県でヨーネ病疑似患畜が確認

され，厚生労働省の示された運用方針に基づき乳業会社

が大量の乳製品を自主回収・廃棄したことから，検査時

間を要す培養検査ができない状況について，また，公衆

蕘イ

蕘イ

蕘ア
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衛生から家畜衛生に対して，カンピロバクター菌や腸管

出血性大腸菌の生産現場での取り組みについて意見交換

がなされ，その中で両省が個々に開催される担当課長会

議等へ相互に担当者が出席する等の取り組みの必要性や

大学における家畜衛生分野のカリキュラムの充実等が課

題とされた．なお，特に公衆衛生委員会委員のヨーネ病

の検査法等についての理解を深めるため，次回までに動

物衛生研究所の研究者から説明を受け，今後の議論に資

することとして，3月13日に動物衛生研究所の森領域補

佐を迎え，ヨーネ病の勉強会を実施し理解を深めた．

さらに木村理事から，⑤動物福祉・適正管理対策委員

会については，第1回を1月23日の開催とし，細井戸理

事に副委員長に就任いただき，今期のテーマ「緊急時動

物救護取り組み体制のあり方（中央・地域の取り組み体

制の再構築及び地方獣医師会と地方行政当局，動物愛護

団体との連携のあり方など）」について，東日本大震災

における動物救護活動の状況報告の後，緊急時動物救護

取り組み体制のあり方について意見の交換を行い，第2

回委員会を3月26日に開催し，さらに救護対象動物の

検討各機関，団体等の立場における動物救護についても

検討し，緊急災害時動物救援本部についての取り組み，

平時，災害時ともに，日本獣医師会が中心となって情報

の収集や取りまとめができるようなシステム作りを目指

すこととした．⑥学校動物飼育支援対策検討委員会につ

いては，第5回委員会を学会年次大会（北海道）の会場

である札幌コンベンションセンターにおいて，一般公開

で開催し，学校動物飼育支援活動の標準化に向けて・活

動のガイドラインの解説，平成22年度学校動物飼育支

援事業に係る地方獣医師会アンケート集計報告，各地方

獣医師会からの活動報告を行った．指導要領には動物の

継続飼育が明記されたが，子供たちが楽しく飼育できる

よう獣医師が学校と連携しつつ，引き続き全国での活動

展開を推進したい．

最後に，矢ケ崎専務理事から，職域総合部会の総務委

員会については，第11回の委員会を開催し，副委員長

を岩田委員に選任した後，今期テーマである「新公益法

人制度移行に向けての課題と対応―認定（認可）申請と

移行後の獣医師会運営の課題―」について意見交換を行

い，課題として挙げられた，本部と支部の一体化及び狂

犬病予防注射事業の経理処理について既に認定を受けた

10地方獣医師会に対しどのように解決したかアンケー

トを実施し，事務局で取りまとめた上で，各地方獣医師

会に本委員会の検討内容とともに報告することとし，次

回委員会は今秋を目途に開催し，認定後の法人運営の要

点・課題について検討したい旨がそれぞれ報告された．

（2）上記の説明に対する主な質疑応答等として，①動

物看護職の認定試験における受験人数，合格人数を伺い

たい，②動物看護職制度在り方検討委員会の報告の中で，

受け入れ側である動物病院の雇用体制が十分でない，③

動物看護職に対する就業実態に対し，獣医師会は対応が

十分でない．動物病院開業者を対象として，動物看護職

の雇用対策についての勉強会等の機会を設けてはいかが

か，④動物看護職に係る問題以外にも，県外獣医師によ

る狂犬病予防注射の実施，歯科医師が行う犬の歯の診療，

本会発行の予防接種証明書の非会員の不正使用，処方食

のインターネット販売問題等，本会が地方獣医師会と情

報を共有し，取り組みを推進してほしいとの意見要望が

あり，①～③については細井戸理事から，本年2月に動

物看護職統一試験協議会が行った試験の合格者に対し，

動物看護師統一認定機構が認定を行うことを決定した．

詳細は不明だが，4,168名の受験申し込みがあり，4,000

名近い合格者が出た旨が報告され，今後，良質な動物医

療を提供するために動物看護職の処遇改善の必要性を広

く伝えることを目的とし，小動物臨床部会でアンケート

調査を実施し実態を把握することを考えている旨が回答

された．

6 2012動物感謝デー in JAPAN開催計画に関する件

矢ケ崎専務理事から，平成24年10月6日（土），東京都

立駒沢オリンピック公園中央広場にて，「動物と人の健

康は一つ．そして，それは地球の願い．」をテーマに関係

省庁，団体からの後援，関係企業，地方獣医師会をはじ

めとする関係団体からの協賛，協力団体により約3万名

の来場者を見込んで開催する予定である旨が説明された．

7 獣医学術学会年次大会開催計画に関する件

矢ケ崎専務理事から，平成24年度獣医学術学会年次

大会について，本会主催，大阪市獣医師会共催により平

成25年2月9日から3日間大阪国際交流センター，シェ

ラトン都ホテル大阪において，平成25年度は，千葉県

獣医師会共催により平成26年2月21日から3日間幕張

メッセ，東京ベイ幕張において開催予定である旨説明が

なされた．

8 業務運営概況等に関する件

矢ケ崎専務理事から，平成23年12月1日から平成24

年3月31日までの業務概況等について説明がなされた．

【連絡事項】

当面の主要会議等の開催計画の件

矢ケ崎専務理事から，当面の日本会関係主要会議の開

催日程について説明がなされた．


